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高裁反動判決を許さず、裁判闘争で培った組織力で 
更なる闘いに邁進しよう！ 

 

明けましておめでとうございます。 

組合員の皆さん、年末年始輸送の只中、お屠蘇気分どころではないと思いま

すが、この１年間本当にご苦労様です。皆様のご健康と無事故を祈念致します。 

昨年は、年明け早々に報復処分撤回裁判の一審判決において勝利しました

が、完全勝利とは言えない内容から控訴に踏み切りました。しかし、高裁によ

る反動判決によって一審判決が覆されました。この反動判決を許さないため、

最高裁への上告受理申し立てを行い、この間の裁判闘争で培った組織力で、諦

めることなく最後まで闘い抜く決意です。 

安倍政権の数の力を誇示した圧政は、特定秘密保護法の強行成立を図ったよ

うに、自由で平和な暮らしを脅かす危機的状況がきな臭さを通り越して現実味

を帯びてきました。こうした事態に諦める事なく声をあげ闘い続けなければな

りません。安心して暮らせる社会を守るために、闘う仲間たちと連帯して更な

る闘いに邁進しましょう！ 今年もよろしくお願いします。 

 


